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Ⅰ．研究背景 

 
１．認知症高齢者の運転免許保有者数 

 
警察庁交通局運転免許課の運転免許統計 1) によると，2017 年（平成 29 年）の普通免許

以上の保有者数は 8089 万人となっており，これは 2017 年（平成 29 年）の 18 歳以上人

口（1 億 514 万人）の 77％に相当する。65 歳以上の高齢者の普通免許以上の保有者数は

1762 万人で，2017 年（平成 29 年）の高齢者人口 3522 万人 2) の 50%に相当する。 
浅田ら（2013 年）の調査 3) によると，我が国の高齢者における認知症有病率は 15%，

軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment：MCI）有病率は 13%であることから，我が

国の認知症高齢者数は 528 万人，MCI 高齢者数 458 万人と推計される。高齢者の普通免

許以上の保有率が 50%であることから，単純計算では 264 万人の認知症高齢者，229 万人

の MCI 高齢者が普通免許以上を保有していることになるが，実際には不明である。 
 
２．平成 27 年改正道路交通法（平成 29 年 3 月施行）後の高齢運転者の状況 

 
高齢運転者の相次ぐ重大事故を受け，認知症対策を強化した改正道路交通法が 2017 年

（平成 29 年）3 月から施行された 4) 。改正前までは，75 歳以上運転者が自動車免許を更

新する際の警察庁認知機能検査において，認知症の恐れあり（第 1 分類）と判定された場

合，表 1 左に示す 15 項目の違反行為のいずれを 1 年以内に犯した者のみが，専門医やか

かりつけ医による公安委員会への診断書の提出が必要であった 5) 。しかし，2017 年（平

成 29 年）3 月施行の改正道路交通法では，75 歳以上運転者が表 1 右に示す 18 項目の違反

行為のいずれを犯した場合，臨時の警察庁認知機能検査の対象となり，認知症の恐れあり

（第 1 分類）と判定された者は，専門医やかかりつけ医による公安委員会への診断書の提

出が必要となった（図 1）。また，75 歳以上運転者の免許更新時における警察庁認知機能

において，認知症の恐れあり（第 1 分類）と判定された者は，違反行為の有無に関わらず，

専門医やかかりつけ医による公安委員会への診断書の提出が必要となった（図 2）。 
施行から 1 年経過した 2018 年（平成 30 年）3 月末時点で，認知症を理由に免許の取消・

停止となった者は 1,892 人であり，これは 2016 年（平成 28 年）中の 597 人に比べ 3.2 倍

に増加した 6) 。また，75 歳以上運転者の免許証の自主返納件数も 2016 年（平成 28 年）

中の 162,341 件から，2017 年（平成 29 年）中は 253,937 件（1.6 倍）1) ，2018 年（平成

30 年）中は 292,089 件（1.8 倍）7) に増加している。 
改正道路交通法の施行された 2017 年 3 月以降，75 歳以上運転者の免許の取消・停止や

自主返納は増加しているが，図 3，図 4 に示すように 2018 年（平成 30 年）中の免許人口

10 万人当りの原付以上運転者（第 1 当事者）の死亡事故件数は，75 歳以上運転者が他の

年齢階層に比べて高く 8, 9) ，道路交通法の認知症対策が成果を上げているとは言い難い。 
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表 1．改正道路交通法における認知機能が低下した場合に行いやすい違反行為の変遷 

2009 年（平成 21 年） 6 月 施行 2017 年 （平成 29 年）3 月 施行 
1)  信号無視 
2)  通行禁止違反 
3)  通行区分違反（右側通行等） 
4)  通行帯違反 
5)  進路変更禁止違反 
6)  転回・後退等禁止違反 
7)  踏切不停止 
8)  しゃ断踏切立入り 
9)  指定通行区分違反 

10)  一時不停止 
11)  交差点優先車妨害 
12)  優先道路通行車妨害 
13)  徐行場所違反 
14)  横断歩行者等妨害 
15)  ⑮交差点安全進行義務違反 

1)  信号無視 
2)  通行禁止違反 
3)  通行区分違反 
4)  横断等禁止違反 
5)  進路変更禁止違反 
6)  しゃ断踏切立入り等 
7)  交差点右左折方法違反 
8)  指定通行区分違反 
9)  環状交差点左折等方法違反 

10)  ➉優先道路通行車妨害等 
11)  交差点優先車妨害  
12)  環状交差点通行車妨害等 
13)  横断歩道等における横断歩行者等妨害等 
14)  横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害等 
15)  徐行場所違反 
16)  指定場所一時不停止等 
17)  合図不履行  
18)  安全運転義務違反 

 

 

図 1. 改正道路交通法（2017 年 3 月施行）における臨時認知機能検査と臨時高齢者講習の流れ 

 

 
図 2. 改正道路交通法（2017 年 3 月施行）における免許更新時認知機能検査と高齢者講習の流れ 
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図 3. 年齢層別の免許人口 10 万人当たり死亡事故件数（原付以上第 1 当事者）（2018 年） 

（文献 8) より作図） 

 

 

図 4. 高齢運転者による免許人口 10 万人当たり死亡事故件数（原付以上第 1 当事者）の推移 

（文献 9) より作図）  
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３．認知症運転者の自動車事故の実態 

 
 自動車の運転には，記憶，視空間認知，注意，遂行機能など，多くの高次脳機能が必要

となり，これらの高次脳機能に障害を有する認知症患者の自動車事故の実態が報告されて

いる。Tuokko ら（1995 年）10) は，165 名の認知症患者について，その平均罹病期間に相

当する過去 6 年間の事故歴を保険会社のデータベースから調査し，年齢，地域，性別を同

等した健常群と比較し，認知症群は健常群に比べ，2.5 倍の事故率であったことを報告し

ている。Friedland ら（1988 年）11) は，Alzheimer 病患者 30 名の衝突事故歴を配偶者か

ら聴取した結果，Alzheimer 病患者の 47%が過去 5 年間に 1 回以上の衝突事故を起こして

おり，同年代健常者の衝突事故に比べ，7.9 倍のオッズ比であったことを報告している。 
一方，Carr ら（2000 年）12) は，Clinical Dementia Rating（CDR）0.5 あるは CDR 1.0

の軽度 Alzheimer 病患者 63 名の衝突事故頻度を，5 年間前向き調査し，同年代健常者 77
名と比較した結果，両群間に有意な差がなかったことを報告している。また，Brown ら

（2005 年）13) は，運転教習指導員による路上運転試験の結果，CDR 0.5 の 46%，CDR 1.0
の 41%が運転は安全であると判定されたことを報告し，Grace ら（2005 年）14) も，CDR 
0.5～1.0 の Alzheimer 病患者 21 名中 9 名が路上運転試験で運転は安全であると評価され

たことを報告している。同様に Ott ら（2008 年）15) も路上運転試験の結果，CDR 0.5 の

Alzheimer 病患者 52 名の内 44%が，CDR 1.0 の Alzheimer 病患者 32 名の内 34%が，運

転は安全であると判定されたことを報告している。本邦でも，2017 年中に原付以上第 1
当事者として死亡事故を起こした 75 歳以上運転者 417 人うち，約半数の 196 人は，直近

の認知機能検査で問題のない者であったことが判明している（図 5）16) 。これらの調査結

果 12～16) は，軽度認知症や MCI の中には，安全な運転が可能な者が一定程度存在すること

や，認知症以外にも高齢運転者の事故要因が存在すること示している。 

    

  

第1分類 
 15.9万人 (3%) 

第2分類 
151.5万人 

 (29%) 

第3分類 
358.1万人 

 (68%) 

75歳以上 
全受検者 
525.5万人 

（2015～17年） 

第1分類 
28人 (7%) 

第2分類 
161人 
 (42%) 

第3分類 
196万人 
 (51%) 

死亡事故 
第1当事者 

75歳以上運転者 
417人 

未検査 
33人 (8%) 

図 5. 75 歳以上運転者の警察庁認知機能検査結果（文献 16) より作図） 

第 1 分類：認知症の恐れあり，第 2 分類：認知機能が軽度低下，第 3 分類：認知機能の低下なし 
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４．運転の有無が高齢者の生活に及ぼす影響 

 
国土交通省は，全国の都市において，人々がどのような目的で移動しているか，どのよ

うな交通手段を利用しているかなど，人の動きからみた交通実態「全国都市交通特性調査」

を 5 年毎に実施している。2015 年（平成 27 年）調査は，70 都市，約 47,300 世帯の回答

結果をもとにまとめられている。それによる外出率（調査対象日に外出した人の割合）は，

運転免許ありは前期高齢 80.0%・後期高齢者 73.7%であるの対し，運転免許なしは前期高

齢 66.3%・後期高齢者 45.9%であり，その差は，大都市圏に比べ地方都市圏で拡大する傾

向が明らかになっている（図 6）17) 。 
また，国立長寿医療研究センターの Shimada らの研究 18) では，運転によって脳が活性

化し，行動範囲の広い社会生活の維持が，認知症の予防や要介護の進行低下に強く関連す

ることが示唆されている。この研究では，平均年齢 71.5 歳の高齢者 3555 人を運転継続群

と非運転群，運転中止群に分けて 2 年間追跡調査している。その結果，運転中止群が要介

護状態になるリスクは，運転継続群の約 8 倍に達すること，また，運転継続群の認知症の

発症リスクは非運転群と運転中止群の半分であることが明らかになっている。 
以上のことは，認知症を理由に免許を取り消したり，自主返納を勧めたりすることに加

え，高齢ドライバーが安全な運転を長く継続するための活動に取り組むことが，健康寿命

の延伸と QOL の維持・向上にとって重要であることを意味している。 
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20
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図 6. 高齢者の自動車免許有無別外出率（文献 16) より作図） 
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５．運転免許証の自主返納の推移 

 
運転免許証の自主返納制度は，加齢や病気等による身体機能の低下により，運転に不安

を感じる者などが，自主的に運転免許証の取消しを申請できる制度であり，1998 年（平成

10 年）4 月から施行された 19) 。また，免許証を自主返納した者に対し，免許証に代わる

身分証明書として使える運転経歴証明書を交付する制度が 2002 年（平成 14 年）6 月から

始まった 20) 。図 7 に運転免許証自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の直近 10 年間の

推移を示す 7) 。2018 年（平成 30 年）の免許証自主返納件数は 421,190 件であり，10 年

前の 51,086 件に比べ約 8 倍増加している。運転経歴証明書交付件数は，2018 年（平成 30
年）358,740 件であり，自主返納件数の 85%にあたる。2018 年（平成 30 年）の免許証自

主返納件数の年代別内訳は，80歳～84歳が最も多く（全体の 27%），次いで 75～79歳（26%），

70～74 歳（20%）の順となっている（図 8）7) 。 
 

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
免許証自主返納件数 51,086 65,605 72,735 117,613137,937208,414285,514345,313423,800421,190
運転経歴証明書交付件数 23,048 25,771 29,202 81,711 107,268168,557236,586295,523366,696358,740

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000

図 7. 免許証自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の推移（文献 7) より作図） 

 

14,673件
(4%)

30,726件
(7%)

83,702件
(20%)

110,407件
(26%)

112,359件
(27%)

69,323 件
(16%)

65歳未満

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

 
図 8. 2018 年の免許証自主返納件数の年代別内訳（文献 7) より作図） 

2018 年 
421,190 件 
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６．運転免許証の自主返納後の移動支援 

 
近年は，自主返納後の移動手段を支援する取り組みとして，タクシー運賃の割引券やバ

スの回数券などを返納者に給付する代替交通機関の利用優遇事業が整備されてきている

（表 2）。しかし，自主返納者がこの制度を利用できるのは，1 年間または 1 回限りの自治

体がほとんどである。制度の利用が終わった後の社会生活を考えると，期限や利用回数が

制限されている現行制度は，公共交通機関の乏しい地域にとって十分な支援とは言えない。 
 

表 2．茨城県南地域地町村の運転免許自主返納支援事業 

市町村 運転免許自主返納支援事業 対象者 利用制限 

稲敷市 20) タクシー料金一部補助（1 回最高

700 円，遊興目的の利用不可） 
運転免許証なし者，車未所

有者等 
乗車又は降車場所が

稲敷市内であること 
牛久市 21) バス乗車券，過疎地有償運送利用

券（いずれかを上限 20,000 円） 
免許証返納した 65 歳以上 免許証を返納した日

から 1 年以内 
かすみがうら市 22) バス乗車券 20,000 円分 自主返納時に満 65 歳以上

かつ返納 6 か月以内の者 
1 人 1 回限り 

つくば市 23) バス・タクシー乗車券，PASMO
カード（6,000～10,000 円） 

免許証返納した 65 歳以上 1 人 1 回限り 

つくばみらい市 24) デマンド乗合タクシー・バス回数

券（いずれかを上限 10,000 円） 
免許証返納した者 1 人 1 回限り 

土浦市 25) デマンド乗合タクシー助成券

11,000～13,000 円 
免許証返納した 65 歳以上 初回全額助成，以後年

会費 2,000 円自己負担 
守谷市 26) デマンド乗合タクシー回数券

10,500 円 
免許証返納した 65 歳以上 1 人 1 回限り 

龍ヶ崎市 27) バス無料乗車券（有効 1 年） 免許証返納した 70 歳以上 1 人 1 回限り 
取手市 なし ― ― 
石岡市 なし ― ― 
阿見町 なし ― ― 
河内町 なし ― ― 
利根町 なし ― ― 
美浦村 28) デマンドタクシー登録料・利用券

9,000 円 
免許証返納した 65 歳以上 1 人 1 回限り 

 
７．高齢運転者の安全運転教育 

 
 高齢者講習は，1997 年（平成 9 年）の改正道路交通法において 75 歳以上の運転者が免

許を更新する際に受講することが義務化され，1998 年（平成 10 年）10 月から施行された。

2002 年（平成 14 年）6 月からは対象年齢が 70 歳以上に引き下げられ，2009 年（平成 21
年）6 月からは，75 歳以上の運転者に対する認知機能検査の義務化に伴い，75 歳以上の

運転者は，認知機能検査の結果に基づいて異なる教習を受講することとなった。 
講習内容には座学と実車があり，実車講習は場内コースで教習車を使って行われる。

2017 年（平成 29 年）3 月からの実車講習では，ドライブレコーダー映像を記録し，自身

の運転状況を確認することが行われている 29)。しかし，普段の運転環境とまったく違う実

車講習が，高齢運転者の安全運転教育にどの程度有効かは明らかにされていない。 
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自治体などでも，ヒヤリ地図の作成，危険予測トレーニング，運転脳トレ，三世代交流

交通安全教室など，様々な教育が行われている 30) 。しかし，前述の法定高齢者講習と同

様に，その教育効果の検証はされていない。 
 
８．職業ドライバーの安全運転教育 

 
運転技能自動評価システム Objet（ATR-Sensetech 社）（図 9）が，職業運転者の事業者

研修や教習所の事業者向け講習に一部で導入されている。これは，運転者の頭部と右足部

にジャイロセンサーを装着し，車両に GPS・ジャイロセンサーを搭載し，路上運転時の運

転者の確認行動・減速行動・車速・位置情報を計測し，これらの客観データから，運転の

癖，安全確認，危険への構え等を評価するシステムである。多田らは，職業運転者 508 名

を対象とした実証実験において，その有効性を報告している 31) 。 
また，国土交通省は，「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指

導及び監督の指針」において，ドライブレコーダーを利用した安全運転教育を定めている

32) 。これによりタクシー・トラック・バスの事業者では，事故証拠や業務運転記録として

のドライブレコーダーの使用に留まらず，職業運転者の安全運転教育にドライブレコーダ

ー映像を活用している。そして，ドライブレコーダーを安全運転教育に導入している事業

者の多くは，事故率や第 1 当事者率が減少しており 33, 34) ，その有効性が肯定されている。 
 

 
図 9．運転技能自動評価システム Objet（ATR-Sensetech 社ホームページより転載） 
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９．問題の所在 

 
 これまで述べたように，高齢者の自動車運転における問題の所在は，以下の通りである。 
１）認知症対策を強化した改正道路交通法により，運転免許証の取消・停止や自主返納は

増加したが 1, 6, 7) ，高齢運転者の事故率・第 1 当事者率は，他の年齢階層に比べて依

然として高い 8, 9) 。 
２）軽度認知症や MCI の中には，安全な運転が可能な者が一定程度存在する海外論文が

散見され 12～15) ，本邦においても，75 歳以上運転者が起こした死亡事故の半数は，直

近の警察庁認知機能検査で問題のない運転者であることが明らかとなっている 16) 。

このことは，認知症以外に，高次脳機能の諸側面を検査する必要性を示唆するととも

に，高齢運転者の運転能力を予測できる簡便な高次脳機能検査が未確立であることを

示している。 
３）運転の中止は，高齢者の外出頻度に影響を及ぼすとともに 17) ，認知症や要介護度の

発症・進行リスクと強く関連する 18) 。 
４）運転免許証を自主返納した後の移動手段を支援する事業として，各自治体ではタクシ

ー料金補助やバス乗車券の交付制度が整備されつつあるが，利用期限や利用回数に制

限があり，現行の事業は十分な支援とは言えない 20～28)。 
５）高齢者の安全運転教育は法定高齢者講習をはじめ，様々な教育が試みられているが，

その教育効果は検証されていない。他方，職業運転事業者では，運転者に対するドラ

イブレコーダー映像を利用した安全運転教育が導入され，その有効性が肯定されてい

る 33, 34)。 
 以上のことは，免許の取消や自主返納の推進だけでは不十分であり，高齢運転者の安全

運転寿命の延伸に取り組む必要性を示唆しており，その教育法の 1 つとしてドライブレコ

ーダー映像の利用が有力視される。また，高齢運転者の運転能力を予測できる簡便な高次

脳機能検査の必要性も示唆される。 
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Ⅱ．研究目的 

 

１．研究目的 

 
以上の研究背景を踏まえ，本研究では，高齢運転者を対象にドライブレコーダーを活用

した参加型安全運転講習を開催し，その教育効果を検証するとともに，高齢運転者の運転

能力を予測でき，且つ集団での受検可能な高齢運転者高次脳機能スクリーニング検査を開

発する。 
 
２．研究の新規性・社会的意義 

 
本研究は，運転慣れした自家用車を使い，普段良く運転している道路で記録されたドラ

イブレコーダー映像を安全運転教育に活用するものであり，その教育効果を検証した研究

はない。また，集団式の高齢運転者高次脳機能スクリーニング検査は，国内外ともに開発

されておらず新規性は高い。この検査が実用化すれば，集団場面で簡易に検査でき，不安

全高齢運転者の早期発見とその後の運転教育や経過観察などの手立てにとって有益である

と考える。  
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Ⅲ．研究方法 

 
１．研究方法の概要 

図 10 に研究方法の概要を示す。高次脳機能検査，運転性格検査，Pre 危険予測検査，

Pre 運転記録分析を行った後，安全運転講習を開催した後，教育満足度調査，Post 危険予

測検査，Post 運転記録分析を実施する。Pre と Post の結果を比較分析して，安全運転講

習の短期的効果を検証する。 
また，運転記録分析の結果と高次脳機能検査との相関分析から高齢運転者高次脳機能ス

クリーニング検査を開発する。 
 

 
図 10．研究方法の概要 
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２．対象 

 
対象者は表 3 に示す条件を全て満たす地域在住高齢運転者とし，地域情報紙常陽リビン

グ 2078 号（2018 年 9 月 22 日発行）に広告（図 11）を掲載して公募した。常陽リビング

は，茨城県県南地区のつくばエクスプレス・常磐線沿線を中心に毎週土曜日に約 24 万部

発行される情報紙である。公募の結果，前期高齢運転者 41 名（男性 23 名，女性 18 名），

後期高齢運転者 18 名（男性 9 名，女性 9 名），計 59 名（男性 32 名，27 名）の応募がっ

た。この内，本報告書では助成期間にデータを取り終えた 28 名について報告する。対象

者の基本属性を表 4 に示す。なお対象者のフェイスシートは資料 3 に示す。 
 

表 3．対象者の研究参加条件 
① 年齢 65～80 歳，性別問わず 
② 有効期間内の普通自動車運転免許を所持 
③ 週 1 回以上運転をしている 
④ 自動車任意保険に加入している 
⑤ 道路交通法の定める一定の病気に該当しない※１ 
⑥ 健康状態に不安がない※２ 
⑦ 研究参加に家族が了承している 
※１：研究説明時に「道路交通法で定める一定の病気

に関する質問票」（資料 1）により確認 
※２：研究説明時に「体調チェック票」（資料 2）に

よる問診及びバイタルサイン測定により確認 

 

 
図 11．地域情報誌常陽リビングに掲載した対象者公募の広告 
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表 4．対象者の基本属性 

年齢 性別 MMSE 認知機能検査 

72.3±3.99 歳 

（65～79 歳） 

男：16 名 

女：12 名 

28.3±1.39 点 

（26～30 点） 

第 1 分類：  0 名 

第 2 分類：  9 名 

第 3 分類：19 名 

Mean±SD（Min～Max） 

 
３．倫理的配慮 

  
本研究は茨城県立医療大学倫理審査の承認を得て実施した（承認番号：852）。 
 
４．高次脳機能検査 

 
 全ての対象者に次の５つの机上の高次脳機能検査を実施した。 

(1) MMSE (Mini Mental State Examination) 
(2) 警察庁認知機能検査 
(3) TMT (Trail Making Test) 
(4) ADAS-Cog-J (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive component- 

Japanese version) 迷路課題 
(5) Rey-Osterrieth 複雑図形(Rey-Osterrieth Complex Figure Test) 

 
(1) MMSE (Mini Mental State Examination) 

MMSE は，米国の Folstein ら（1975）が開発した認知症スクリーニング検査である 35) 。

11 の質問で構成され，見当識，記銘，注意・計算，想起，言語の 5 領域を評価する。検査

時間は 10 分程度である。30 点満点で，24 点以上で正常，23 点～20 点を軽度認知症，19
点～10 点を中等度認知症，9 点以下を重度認知症と診断する。表 5 に MMSE 項目を示す。 
 
(2) 警察庁認知機能検査 

 免許更新時年齢 75 歳以上，または，75 歳以上の者が道路交通法で定める一定の違反を

した場合に受検するスクリーニング検査である 36) 。①時間の見当識，②手がかり再生，

③時計描画で構成され，所要時間は 10 分程度である。 
①時間の見当識は，現在の年・月・日・曜日・時刻を問う全 5 問で構成され，満点は 15

点である。 
②手がかり再生は，16 個の絵の名前をヒント（手がかり）を与えながら記憶してもらい，

2 分後に遅延再生する課題である。2 分間の時間を空けるために，採点に関係しない数字 



18 / 48 

表 5．MMSE 
質問と注意点 回 答 得 点 

1（5 点） 
時間の 
見当識 

「今日は何日ですか」 日 0 1 
「今年は何年ですか」 年 0 1 
「今の季節は何ですか」  0 1 
「今日は何曜日ですか」 曜日 0 1 
「今月は何月ですか」 月 0 1 

2（5 点） 
場所の 
見当識 

「ここは都道府県でいうと何ですか」  0 1 
「ここは何市（＊町・村・区など）ですか」  0 1 
「ここはどこですか」（※正答は建物名のみ）  0 1 
「ここは何階ですか」 階 0 1 
「ここは何地方ですか」  0 1 

3（3 点） 
即時想起 

「今から私がいう言葉を覚えてくり返し言ってください。 
『さくら，ねこ，電車』はい，どうぞ」 
（※検者 3 つの言葉を 1 秒に１つずつ言う。 

その後，被験者にくり返させ，正答 1 つにつき１点を与える。） 
「今の言葉は，後で聞くので覚えておいてください」 
（※この 3 つの言葉は，質問 5 で再び復唱させるので 

3 つ全部答えられなかった被験者には， 
全部答えられるようになるまでくり返す。ただし６回まで。 

 0 1 
2 3 

4（5 点） 
計算 

「100 から順番に 7 をくり返しひいてください」 
（※5 回くり返し７を引かせ，正答 1 つにつき 1 点。） 
 正答：93 86 79 72 65 

 0 1 2 
3 4 5 

5（3 点） 
遅延再生 

「さっき私が言った３つの言葉は何でしたか」 
（※質問 3 で提示した言葉を再度復唱させる。）  0 1 2 

3 

6（2 点） 
物品呼称 

時計（又は鍵）を見せながら「これは何ですか？」 
鉛筆を見せながら「これは何ですか？」 
（※正答 1 つにつき 1 点） 

 0 1 2 

7（1 点） 
文の復唱 

「今から私がいう文を覚えてくり返し言ってください。 
『みんなで力を合わせて綱を引きます』」 
（※口頭でゆっくり，はっきりと言い，くり返させる。 

１回で正確に答えられた場合１点を与える。） 

 0 1 

8（3 点） 
口頭指示 

（※紙を机に置いた状態で教示を始める。） 
「今から私がいう通りにしてください。 

右手にこの紙を持ってください。 
それを半分に折りたたんでください。そして私にください。」 

（※各段階で正しく作業した場合に 1 点ずつ与える。） 

 0 1 2 
3 

9（1 点） 
書字指示 

「この文を読んで，この通りにしてください」 
（※被験者は音読でも黙読でも良い。実際に目を閉じれば 1 点を与える。）  1 0 

10（1 点） 
自発書字 

「この部分に何か文章を書いてください。 
どんな文章でもかまいません」 

（※検者が例文を与えていけない。意味のある文章ならば正答。 
名詞のみは誤答，状態などを示す四字熟語は正答） 

 1 0 

11（1 点） 
図形模写 

「この図形を正確にそのまま書き写してください」 
（※模写は角が 10 個あり，五角形が交差していることが正答条件。）  1 0 

9 「目を閉とじてください」 

11 この図形を正確にそのまま書き写してください 
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抹消課題を行う。手がかりなしで絵の名前を正答した場合は 2 点，手がかりなしで正答し

て場合は 1 点となり，満点は 32 点である。 
③時計描画は，時計の文字盤を描き，指定された時刻の針を描く課題である。時刻は 11

時 10 分､1 時 45 分､8 時 20 分､2 時 45 分のいずれかを出題する。満点は 7 点である。 
上記 3 つの課題の点数を重回帰式に代入して総合点を算出し，記憶力・判断力が低い（第

1 分類），少し低い（第 2 分類），心配のない（第 3 分類）の 3 段階に判定される。 
 
(3) TMT (Trail Making Test) 

 
TMT は，Part A と Part B の 2 つの検査から構成される。Part A は，A4 版用紙に描か

れた『1』から『25』までの散在する数字を，昇順に，できるかぎり迅速に，一筆書きで

たどる課題である。Part B は，A4 版用紙に描かれた『1』から『13』までの散在する数字

と『あ』から『し』までの平仮名を，交互に，昇順に，できるかぎり迅速に，一筆書きで

たどる課題である。課題遂行の所要時間から能力を評価する。Part A，Part B ともに，注

意の持続と選択，視覚探索，情報処理の迅速さ，干渉を伴う短期記憶を要する。Part B で

は更に，注意変換能力，遂行機能を要する。図 12 左が Part A，図 12 右が Part B である。

なお，筆者は，表 6 に示す先行研究 37) の年代ごとのパーセンタイル値を使用し，障害の

有無の区別は 25 パーセンタイル値をカットオフ値としている。 
 

    

図 12．TMT（左 Part A，右 Part B） 
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表 6．TMT の基準値（文献 37) より作成） 

年齢 20~39 歳 
（n=180） 

40~49 歳 
（n=90） 

50~59 歳 
（n=90） 

60~69 歳 
（n=90） 

70~79 歳 
（n=90） 

Part A B A B A B A B A B 

90%ile 21 45 22 49 25 55 29 64 38 79 

75%ile 26 55 28 57 29 75 35 89 54 132 

50%ile 32 69 34 78 38 98 48 119 80 196 

25%ile 42 94 45 100 49 135 67 172 105 292 

10%ile 50 129 59 151 67 177 104 282 168 450 
単位：秒 

 
(4) ADAS-Cog-J (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive component- Japanese 

version) 迷路課題 

 
 ADAS-Cog は，Mohs ら 38) によって 1983 年に発表されたアルツハイマー病・MCI の進

行度を評定する検査である。日本版である ADAS-Cog-J は，15 の下位検査で構成されて

いる。本研究では，迷路課題の図版 B5（図 13）を使用した。所要時間と誤り数によって

0～5 点で評定される。 
 

 
図 13．ADAS-Cog-J 迷路課題 図版 B5 
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(5) Rey-Osterrieth 複雑図形(Rey-Osterrieth Complex Figure Test) 

 
Rey（1941 年）39)によって作成され，Osterrieth（1944 年）40) が標準化した視空間認

知再構成機能や視覚記憶機能を評価する検査である。Rey 複雑図形（図 14）を模写させ，

3 分後に遅延再生させる。本研究では Osterrieth 40) の評価基準に基づき 36 点満点で採点

し，cut-off 値は，山下（2007）の邦人成人データ 41) に基づき，模写 34 点， 3 分後遅延

再生 13 点とした。 
 

 
図 14．Rey 複雑図形 

 
５．運転性格検査 

 
運転性格検査には，チェック・ザ・セーフティ診断シート（企業開発センター社）を使

用した。この検査は，42 問の質問に「はい」「いいえ」で回答することによって，以下の

６つの運転タイプを診断するものである。また，合計点から安全運転レベルを４段階で評

定するものである。 
A：見込み違いの「一人合点」タイプ 
B：確認後回しの「先急ぎ」タイプ 
C：抑えが効かない「激情」タイプ 
D：協調性欠如の「自己中心的」タイプ 
E：ルール軽視の「違反容認」タイプ 
F：危険マヒの「自信過剰」タイプ 
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６．危険予測検査 

 
セーフティトレーナー（MS&AD インターリスク総研社，図 15）を使って，危険予測力

を検査した。これは，タブレット PC（10.5” iPad Pro）に運転動画が表示された後，静

止画に切り替わり，指定時間内に危険な箇所を指でタッチするという検査である。本研究

では指定時間を 7 秒に設定し，安全運転講習の参加前（Pre）と参加後（Post）に検査し

た。Pre と Post では出題内容を変更し，学習効果バイアスを低減した。具体的には，MS&AD
インターリスク総研社のデータベースを基に，ハザード数（危険予測正解数）とハザード

正答率が概ね同等となるように，Pre と Post で異なる 6 つの動画をセットした。 
 

 

図 15．セーフティトレーナー🄬の画面 

 
７．運転記録・分析 

 
自家用車にドライブレコーダー（DRV-830，ケンウッド社，図 16）と道交法違反自動判

定サービス用 GPS（ジェネクスト社）を設置し，普段通りの生活を 1 週間してもらった

（Pre）。ドライブレコーダーは運転時常時録画モードに設定した。1 週間後，ドライブレ

コーダー・GPS を回収し，分析した。3 週間後に，ドライブレコーダー・GPS の分析に基

づく安全運転講習を開催し，講習参加後にドライブレコーダー・GPS を再設置し，普段通

りの生活を 1 週間してもらった（Post）。1 週間のドライブレコーダー映像記録から，臨時

認知機能検査の対象となる 18 違反行為と，運転中のヒヤリハットを抽出した。研究者が

抽出した後，茨城県警察職員が誤りや抽出漏れを再チェックし，修正した。 
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図 16．ドライブレコーダー（DRV-830，ケンウッド社） 

 

 
図 17．道交法違反自動判定サービス（ジェネクスト社） 

 
道交法違反自動判定サービスは，専用 GPS から走行データをクラウドコンピューティ

ングを介して収集し，道路交通法違反主要 5 項目（指定場所一時停止，速度超過，踏切停

止，一方通行，右左折禁止）を自動分析するシステムである（図 17）。 
 
８．安全運転講習 

 
Pre 運転記録分析から約 3 週間後に，対象者 10 名を 1 グループとする 120 分間の参加

型安全運転講習を開催した。教育シナリオは茨城県警察職員のサポートを受けて実施した。

教育内容は①ドライブレコーダー・GPS から観た運転傾向（良い点・改善点）20 分，②

ドライブレコーダー動画を用いた危険予測トレーニング 60 分，③ 高齢運転者の事故の特

徴と安全運転のポイント 30 分，④個人レポートの配布 10 分，合計 120 分とした。 
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９．教育満足度調査 

 
 安全運転講習後に表 7 に示す質問項目について，「非常に思う（5 点）」～「まったく思

わない（1 点）」までの 5 段階リッカート尺度により回答を得た。 
 

表 7．教育満足度アンケート 

質問項目 

と
て
も 

思
う 

ま
あ
ま
あ 

思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

思
わ
な
い 

1. 講師の話は，分かりやすかったですか。 □ □ □ □ □ 

2. 教材資料は，分かりやすかったですか。 □ □ □ □ □ 

3. 安全な運転行動について，理解が深まりましたか。 □ □ □ □ □ 

4. 交通規則について，理解が深まりましたか。 □ □ □ □ □ 

5. 危険予測について，理解が深まりましたか。 □ □ □ □ □ 

6. 安全運転に対する自信はつきましたか。 □ □ □ □ □ 

7. 本日の安全運転教室には，積極的に参加できましたか。 □ □ □ □ □ 

8. グループ討議・発表は，有意義でしたか。 □ □ □ □ □ 

9. 個人レポートは，今後の運転に活かせると思いますか。 □ □ □ □ □ 

10. 本日の教育内容は，今後の運転に活かせると思いますか。 □ □ □ □ □ 

11. 全体として，本日の安全運転教室は，満足のできる内容でし

たか。 
□ □ □ □ □ 

12. ドライブレコーダーを活用した安全運転教室は，安全運転の

学び直しに有効だと思いますか。 
□ □ □ □ □ 

13. 今後も本日のようなドライブレコーダーを活用した安全運転

教室に参加したいと思いますか。 
□ □ □ □ □ 

14. 本日の安全運転教室に関して，ご意見・ご感想がありましたら，ご記入ください。 
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10．統計解析 

 
基本統計量は平均値±標準偏差（SD：Standard Deviation）で示した。Pre と Post の

比較は，対応のあるｔ検定を用いた。高次脳機能検査の成績と違違反件数との関係は，ピ

アソンの積率相関係数を用いて分析した。解析には統計分析ソフトウエア IBM SPSS 
Statistics Ver. 24 を用い，いずれの検定も有意水準を 5%未満とした。 
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Ⅳ．結 果 
 
１．安全運転講習前後の運転データ 

 
表 8 に安全運転講習前後の運転データを示す。運転日数，運転距離，運転時間に安全運

転講習前後で統計的に有意な差はなかった。 
 

表 8．安全運転講習前後の運転データ（n = 28） 

 安全運転講習前 安全運転講習後 

設置期間 7 日間 7 日間 

運転日数 平均 5.8 日（3 日～7 日） 平均 5.7 日（3 日～7 日） 

運転距離 1 週間 

      1 日 

平均 169.2km（51.9km～354.2km） 

平均 31.5km（8.6km～70.8km） 

平均 172.2km（54.8km～348.7km） 

平均 31.7km（9.9km～71.2km） 

運転時間 1 週間 

      1 日 

平均 6 時間 17 分（2 時間 47 分～11 時間 26 分） 

平均 1 時間 9 分（29 分～2 時間 17 分） 

平均 6 時間 23 分（2 時間 59 分～11 時間 44 分） 

平均 1 時間 11 分（31 分～2 時間 45 分） 

 
２．安全運転講習前（Pre）の違反件数 

 
図 18 にドライブレコーダー映像と GPS による安全運転講習前（Pre）の違反件数（28

名の合計）を示す。最も多かった違反は⑯指定場所一時不停止等 625 件であり，次いで⑦

交差点右左折方法違反 392 件，①信号無視 108 件の順であった。 
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⑦交差点右左折方法違反 
⑧指定通行区分違反 

⑨環状交差点左折等方法違反 
⑩優先道路通行車妨害等 
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⑮徐行場所違反  
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⑰合図不履行等 
⑱安全運転義務違反  
⑲その他・ヒヤリハット 

違反件数 

図18．安全運転講習前（Pre）の違反件数 
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３．安全運転講習の内容 
  

安全運転講習は 8～10 名を 1 グループとして行った。教育内容はドライブレコーダーと

GPS の分析結果に基づいた運転の特徴を良い点と改善すべき点に分けて，全体的に説明し

た。改善すべき点は，違反の多い⑯指定場所一時不停止，⑦交差点右左折方法違反，①信

号無視などをドライブレコーダー映像を用いて説明した。その後，ドライブレコーダーか

ら抽出した映像（4～6 シーン）を用いて，危険予測トレーニングを実施した。危険予測は

各々のシーンにどのような危険が潜んでおり，どのようなことに気を付けて運転したらよ

いかを，隣同士で話し合って発表してもらった。さらにその後，茨城県警本部職員により

「高齢運転者の事故の特徴と安全運転のポイント」を講義形式で行った。最後に，各自の

運転の特徴を期した個人レポートを配布した。なお，安全運転講習で使用した具体的なス

ライドは資料 4 に示す。 
 
４．教育満足度 

 
図 18 に教育満足度のアンケート結果を示す。結果から安全運転講習は概ね好評だった

ことが確認された。 
 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①講師の話は、分かりやすかった 

②教材資料は、分かりやすかった 

③安全な運転行動の理解が深まった 

④交通規則の理解が深まった 

⑤危険予測の理解が深まった 

⑥安全運転に対する自信がついた 

⑦安全運転教室には、積極的に参加した 

⑧グループ討議・発表は、有意義だった 

⑨個人レポートは、今後の運転に活かせる 

⑩教育内容は、今後の運転に活かせる 

⑪全体として安全運転講習は，満足した 

⑫ドラレコを活用した安全運転講習は有効だ 

⑬今後もこのような安全運転講習に参加したい 

とても思う まあまあ思う どちらとも言えない あまり思わない まったく思わない 

図18．教育満足度アンケート集計結果 
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５．安全運転講習前後の違反件数 

 
 図 19 に安全運転講習前後における違反件数の変化を示す。いずれの違反項目も安全運

転講習後に減少していた。 

 

 
６．安全運転講習前後の危険予測検査 

 
セーフティトレーナーにより危険予測検査の正答率は講習前 61.3±15.1%，講習後 68.5

±12.9%であり，統計的有意差はなかった（図 20）。 
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図19．講習前後の違反件数の比較 
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７．高次脳機能検査と違反件数との相関 

 
表 9 に高次脳機能検査と違反件数との Pearson の積率相関係数を示す。統計解析に用い

た違反件数は安全運転講習後（Post）の件数である。相関係数違反件数と有意な相関があ

った検査は，TMT，手がかり再生，迷路課題，Rey-Osterrieth 複雑図形であった（表 9）。 
 

表 9．高次脳機能検査と違反件数との相関 

検査項目 
Pearson の 

相関係数（r） 

MMSE   -0.349   

TMT Part A 所要時間 0.439 *  

  Part B 所要時間 0.521 ** 

警察庁認知機能検査 総合点 -0.241   

  時間の見当識 -0.217   

  手がかり再生 -0.451 *  

  時計描画 -0.301 
 

ADAS-Cog-J   迷路課題 所要時間 0.441 * 

 
迷路課題 点数 -0.384 * 

Rey-Osterrieth 複雑図形 模写 -0.293 
 

  3 分後再生 -0.456 **  

*; p<0.05, **; p<0.01 
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図20．危険予測検査の正答率 
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Ⅴ．考 察 
 
１．ドライブレコーダーによる高齢運転者安全運転教育の有効性 

 
本研究の安全運転講習は，対象者にとって概ね満足のいく教育内容であることが，教育

満足度調査から明らかとなった（図 18）。また，安全運転講習前（Pre）に比べ，講習後（Post）
において違反件数が減少した（図 19）。安全運転講習の前後で運転量に有意な差がないこ

とから（表 8），本研究におけるドライブレコーダー映像を用いた安全運転講習は短期的教

育効果として有効であることが示唆された。自家用車による運転慣れした道路で記録され

た映像を用いることで，対象者は自身の運転行動にフィードバックしやすかったと考えら

れる。 
トラックやタクシーなどの職業運転事業者では，ドライブレコーダーを活用した安全運

転教育が国土交通省により推奨されている。そして，ドライブレコーダーを活用した安全

運転教育を導入している事業者では，事故率や第 1 当事者率が減少しており，その有効性

が示唆されている 33, 34) 。本研究における安全運転教育の効果は短期的なものであるもの

の，自身の運転行動をドライブレコーダーにより振り返り，安全な運転行動を学び直すこ

とは，高齢運転者によって有効であることが示唆された。2017 年 （平成 29 年）3 月 施
行の改正道路交通法では，法定高齢者講習においてドライブレコーダーを用いた講習が導

入されている。教習所の場内コースを使って教習車を運転し，その運転行動の振り返りに

ドライブレコーダー映像を使うものであるが，一定の短期的教育効果は法研究同様にある

ものと推察される。 
しかし，安全運転教育の効果は，永続的に持続するものでないと予測されるため，高齢

運転者に対するこのような安全運転教育が，定期的に継続されることが望ましいと考える。 
 
２．集団式高齢ドライバー高次脳機能スクリーニング検査について 

 
違反件数と有意な相関があった検査は，TMT Part A・Part B の所要時間，警察庁認知

機能検査の手がかり再生，ADAS-Cog-J 迷路課題，Rey-Osterrieth 複雑図形であった。こ

れらは，注意機能，ワーキングメモリー，視空間認知，遂行機能を有する課題である。高

齢運転者が犯しやすい違反の大半は，交差点付近で発生していることが，本研究の結果か

ら明らかとなっている（図 19）。交差点付近では，複数の視標に対して注意を分配したり

選択したりする必要がある。対向車両や左右から出てくる車両との距離感を適切に把握す

る視空間認知も必要とされる。道路交通状況を適切に把握し，先を見通した認知・予測・

判断・操作といった一連の遂行機能も重要となる。これらの理由により，上述の検査課題

が違反件数と有意な相関があったと考えられる。 
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違反件数と有意な相関のあった検査課題は，これらをすべて実施しても，所要時間は 15
～20 分程度である。また，特別な器具を必要とせず，検査用紙と筆記用具があれば実施で

きる。このため，これらの検査課題は，集団式高齢運転者高次脳機能スクリーニング検査

の課題として適用できると考えられる。今回は，対象者数が少なかったために違反件数を

目的変数とし，上述の検査課題を説明変数とした重回帰分析は行えなかった。今後は，対

象者数を増やした上で，重回帰分析を行い，検査課題の更なる選択や予測精度を検討し，

集団式高齢運転者高次脳機能スクリーニング検査の実用化に繋げていきたい。 
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